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钫

九

骼(
一
四
三.四)

雜
.

錄

英
獨
戦
時
の
：崔
樂
組
織

識
な
る
平
和
の
缺
點
罪
惡
を
邋
慽
な
ぐ
暴
露
し
れ$
0 

民
主
政
治
、'國
民
的
任
務
，
愛
國.心
は
從
來
國
民
.に
依 

て
常
に
絕
叫
せ
ら
れ
れ
る
所
な
為
が
？«
意
義
如
何
は
. 

今
や
國
民
に
、依
て
自
觀
せ
ら
れ
れh
o.
英
國
人
必
ず
し 

も
利
己
的
な
ら
ず
，
又
必
ず
し.も
愛
國
心
に
•缺
け
る
に 

然
も
彼
等
は
無
識
"
疑
S

に
過
去
に
於
け
る 

術
突
の
記
臆
に
依
て
ァ
國
民
的
礎
石
を
產
槳
上
の
'問
題 

に
置
く
こ
マ」

を
妨
げ
ら
れ
た
る
.も
の
ビ
云
ふ
可
し
。
單 

に
淡
國V」

云
ふ
も
，.
生
活
並
.
®
神

の

ょ

り

見

れ
 

ば
，
單
ー
な
る
國
民
に
非
ず
，、.今
间
の
戰
爭
に
依
て"

富
潘
ビ
贫
者
ビ
を
羅
げ
て
、.產
業
上
の
豫
備
兵V」

す
る 

飢
織
の
行
は
る
、
ま
で
は"
是
等
國
•!
*
は

同1

の
地
步
.| 

に
立
ち
て
.'
國
民
的
事
業
に
協
力
す
る
の
機
會
を
得
ざ

\ 

&
し
も
の
な
&

o
今
日
英
國
が
旣
往
R
於
け
る
無
識、

Z 

漏
見
"
狹
量
、
排
他
心
等
の
收
榄
を
收
め
つ
、
ぁ
り

V」 

す
れ
ば
"
其
罪
は
斯
る
事
實
に
於
て
利
益
を
占
め
來
れ 

る
富
潘
に
於
て
、
之
を
負
は
ざ
る
可
炉
ら
す0

聊
爭
は
旣
往
一
世
紀
，間
に
於
け
る
ノ

「
n

ム
マ
ー
シ
ヤ

.
-
.第十
：

1:號
:

九
八

リ
ズ
ム」

ン0
勞
作
を
破
墩
し
、
國
民
.的
統
.ブ
の
基
礎
を 

築
か
ん
ミ
し.つ
、
办̂
,0
新
®
隊
は
ク
ル
ー
ク
ス
並
に 

チ
レ
ッ
ト.氏
等
の.揚
言
す
る
免
く
、
主

VJ

し
て
勞
働̂

階
級
に
依
て
編
成
せ&れ
、
坑
夫
の
出
征
し
た
る
者
の 

み
を
以
て
し
て
、
二
十
五
萬
人
に
上
れ
ぅ

V」

稱
せ
&
る 

玆
に
於
て
か
今
日
重
大
要
件
れ
る
は
、
政
府
が
勞
働
潘 

階
級
の
感
情
を
知b"
同
等
の
犧
牲
並
に
國
民
的
任
務 

の
原
則.を
廣
'く
適
用
す
る
の

1

事
に
存
す
。

r

フ
エ
ャ• 

ブ
レ
ー」

な
る
辭'は
.英
國
人
の
惯
用
語
な
れ
ど
も
、
‘平 

和
間
暇
の
時
代
に
用
ひ
ら
る
、
に
於
て

.は
、
戰
時
に
於 

て
遂
に
何
等
の
用
を
爲
す
も
の
に
非
す
，
從
來
重
大
な 

る
事
件
に
際
會
す
れ
ば
同
等
0
犧
牲
な
る
語
の
叫
ば
る 

、
を
常6
す
れ
，ど
も"1

方
に
同
等
報
酬
の
約
定
の
爲 

さ
れ
ざ
る
は
何
故
な6やO

W
富
*
た
>9
、
贫
#
^
る 

を
問
は
ず"
生
を
英
國
に
寧
く
る
者
は
總
て

1

の
組
合 

員
に
し
て"
其戰場に於ける：

H

場
に
於
け
る
ビ 

に
拘
は
ら
ず
、

1

方
に
對
す
る
害‘惡
は
他
に
對
す
る
害'
 

惡
れ
ら
ざ
る5f
:
.得
ず
。
旣
往
一
仳
紀
間
^
樂
^
安
全
ミ 

.の
時
代
に
於
て
、
國
民
的
統

1

の
感
情
愛
他
的
行
動
の 

觀
念
共
に
沏
弱S
爲
.れ5

VJ

す
れ
ば
，
今
や
之
を
矯
正
、
 

す
る
の
時
期
に
達
し.た
り
ど
す
可
し

o 

.

佛

國

憲

政
'の

硏

究

,•

• 

• 

-
: 

- 

. 

• 

.

村

田

：
岩

次

郞

V

.
要
' 

0

繇
射
政
治
&
り
鉍
尻
政
治
に
觅
る
の
經
驗

_

-人
權
宣
言—

一
八 

七
五
¥
の
典
和
國
迆
本
浓I

业
ハ
和
主
餓
の
勝
利

——

選
擧
制
度 

―

議̂
具
年
齡
と
迦
踢
年
齡

_

^
m純
多
数
主
輯
と
決
選
投
票
制
度 

I

大
選
擧
區
制
度
と
小
選
蜈
區
制
度!

有
給
制
度
と
名
#
職
制 

度——

元
衆
院
對
代
燄
院̂―

内
問
の
姐
迭—

佛
國
避
政
の
.短
所 

と
畏
所 

.

怫

蘭

西

人
.«
政
治
.上
.の
所
有
ゆ
る
制
度
を
實
驗
しft 

る
國
说
な
i

o
然

ミ

1

時
は
無
政
府
の
狀
態
に
在
り 

き
o
獨
裁
政
治
の
時
代
も?>
卩
き
0
貴
族
僧
侶
等
隊
扈 

し
て
第
三
級
民
の
刺
權
を
赎
姗
し
れ
る
こ
ビ

も
^

-
C

S

 

き
。
暴
君
政
治
倒
れ
て
暴
民
政
治
之
に
代
は
れ
る
こ
ビ 

而
し
て
幾
變
遷
の
後
終
に
侧
蘭
西
人
を
滿 

足
せ
^

め
れ
る
も
の
は
立
懲
共
和
政
體
な
ぅ
。
怫
蘭
西 

に
於
け
る

立
»
共
敢
政
^
の
淵
源
を
成
す
も
の

«

二
七 

八
九
年
の
火
權
官
：言
に
し.て
,

人
權
宣
言
に
は
實
に
次.

第

九

怨(

ー
四
コ
ー
五

)

雜
錄
佛
國
激
政
の
研
究

:0
如
：き
規
定
有

(
1

-
人
は
生
來
自
由
に
し
て
平
等
の
權
利
を
享
有

(

ニ)

'
總
ベ
て
0
政
治
國
體
の
目
的
ビ
す
る
所
«
神 

:聖
に
し
て
他
に
譲
渡
す
可
か
ら
，ダ
る
自
然
の
權 

别
を
保
障
す
る
に
在A 

o自
然
の
權
利>J

は
自
曲 

權
、
，財
族
權
、
安
全
*
、
並
に
勝
制
に
對
す
る
反 

杭
の
權
刺
を
云
ふ
。

(

三)

主
權
は
人
民
に
在
り
。
入
民
の
明
示
的
の
姿

,任
あ
る
に
非
ざ
れ
ば
何
人
も
何
等
の
權
威
を
有
ず 

る
こ
^
な
し
o

(

四)

自
！s
,
€
は

他

人

を

害

せ

ざ

る

一

切

の

行

爲

を 

爲
し
得
名
を
云
ふ
o 
.故
に
自
然
權
の
行
使
は
他
人

.
の
同
.

1

の
權
利
の
享
有
を
妨
げ
ざ
る
限6
自
^1
な 

る
ベ
し
。
之
が
限
界
を
定
む
.る
も
の
は
唯
法#
有 

各

の

み

o

:

:.
.

(

五
じ
法
#
は社

#
を
窖
ず
る
も
の
ゝ
外-

一
切
の 

行

爲

：を

禁

止

す

る
’ J W

を

得

ずQ
,
而

じ

て

法

律

の

筋
十
.ニ
號

 

允
九



飨

九

怨(

s

i

x

o雑

鉞

佛

⑨餛政公研究

.

禁
业
せ
ぎ
る
行
爲
は
何
人
も
之
を
妨
ぐ
る
こ
ビ
を 

"
得
ず
。
又
法
律
の
命
せ
ざ
る
事
項
は
何
人
も
之
を 

爲
す
の
義
務
な
し
'
' 

,■/
'
.
: 

〔

六)

法
律
は
社
會
總
意
思0
表
現
な
6
,り

總

べ

て 

0
公
：民
は
直
接
間
接
法
律
の
刺
定
に
參
與
す
る"

©
一. 

權
利
を
有
す
0
.法
律
«
萬
人
忙
平
等
な
る
べ
し0 

總
べ
て
の
公
民
は
其
の
能
力
に
應
じ
て
均
し
ぐ
總 

ベ
て
の
地
位
官
職
に
就
く
こ̂
を

得

べ

く

、

其

®
'
一 

人
の
德
性
天
禀
に
基
く
も
の
、
外
如
何
な4
差
別 

を
.も
設
く
る
を
得
ず
o 

, 

, 

\

(

七)

?*
#

の
員
«
す
る
ー
定
の
‘場
合
を
_
き
>
旦

| 

つ
法
律
の
S
5E
す
る
手
續
に
從
ふ
に
非
ざ6
0

h

y

一
 

何
人
も
吿
訴
"
.逮
補
"
投
獄
せ
ら
る

.ゝ」

ビ
な
し

(

八)

法
律
は
嚴
正
且
つ
明
白
に
必
要
な
る
も
の
、

一
 

外
、
刑
罰
を
設
く
可
か&
ず
o
何
人
も
違
法
行
爲 

の
行
は
る 
> 

以

前

に

制

：定

發

布

せ

，
$
れ
な
る
法
律 

R
據
る
の
外
處
罰
せ
ら
る、

こ
ヾ
し
な
し

o

(

九

ぼ

：
有_
奶
：宣

吿»
き
限
-
=
何̂
人
も
無
辜
の
良
：

豐

r

魏

1

0

9

.
M
:
M推
隶
脅
&

る
、
を
以F

法
律
は
逮
捕
の
必
翦 

.

.ぁ
る
場
合
ロ
於
て
’も
必
要
な
.る
.箣
圍
を
越
ね
て
苛 

酷
®
取
极
を
爲
す
可
か
ら
ずo 

(

十)

.
1何
人
ミ
雖
も
法
律
の
保
障
す
る
公
の
秩
序
を
：

.

害
せ
ざ
名
限
^V

镔
敎
上
、
其
他' ©
拿
見
の
爲
め
亿 

追
害
を
•受
.ぐ
る
.こ
；
ど
な
し
o 

C

+1

.

)

：
思
想
^
腐
見
の
自
rt
i
な

る

交

換

.は

人

の

最 

も

貴

重

な

る

權

利
'の
.一
な
ぅ
。

(

十
5

.
人

$

し

て

.、

又
，
公

梁

)

し

て

の

權

利

を

保 

'

_
す
る
が
#

に
：は
公
權
カ
の
維
持
を
必
要̂
古
0 

隨
つ
，ズ
截
權
*

綠
總
< 
て
の
人
の
爲
め
に
設
定
せ
，
 

&
.れ
、
其
の
：委
訊
を
受
く
る
考
の
個
人
的
利
得
の 

满
め
化
行
用
せ
ら
れ
ざ
る
べ
レ0 

. 

(

十
.
3

)

公
權
ヵ
を
.維
持
し
行
政
上
0
經
«
を
支
辦 

:

す
名
爲
：め
^
は
一
般
人
妈
は
對
す
る.公
課
を
#

^
 

e
す
P

公
課
は
負
擔
能
力
に
比
例
し
て
公
民
の
間 

に
分
配
サ
ら
る
べ
し.
9
'

0

*四
.

)

运
總
^
て
の
公
民
は
自
身
或
は
代
人
に
依
り

抓
稅
賦
諜
の
耍
®
を

畓

定

し

"

典

の

諾

否

を

決

定 

:
し
"
其
の
用
途
、
割
常
"
微
收
、
期
間
を
議
定
す
.

る
a
權
刺
f

す
。
i 

(

十
五)

，：

社
食
は
官
術《

の
行
政
§
:
を
要
求
す
る
0 

權

利

を

有

す
.0: 

ノ 

.(

十
六
.

)

權
利
の
保
隙
な
ぐ
、
權
力
の
明
確
な
る
限 

宛
な
き
ft
會
R
.は
憲
法
な
し
o 

' 

.

.(

十
七)

，
財

產

權

は

神

聖

不

可

«

の
權
利
に
し
て
何\ 

人
も
之
を
奪
は
る
V
こV

J

な
し
o 
®
し
公
益
の
明 

©
な
る
必
要
に
出
で
、
法#
の

規

宛

に

從

ひ

：、

且 

■

つ
相
當
の
賠
償
を
爲
す
場
合
は€
の
限
办
に
あ
&

一
 

f '
o 

.

人
權
宣
言
の
發
布
ゎ6
て
後
制
定
せ
ら
れ
れ
る#
ft
的

I 

憲
法
は
直
锬
間
接
人
權
宣
言
の
精
神.の
發
揚
に
努
め
.
^

る
も
の
に
し
て
"

1

七

九1

年
九
月
三
H
の
憲
法
の
如 

き
即
ち
如
の
商
接
の
所
産
な6
き
。(

.註)

.

斯
の
A
權
富
言^

:

米
國
韜
州
の
：憲
法
遞
至
權 

利
宣
言
^
の

に

就

て

は• 

Jellinek,

の

s

e

笫

九

傲(

一S

一，$

雜
錄
佛
國
徽
政
蚊
研
究

Erklarungf . de.r. 

IVIensclien 

u
n
d

 
IBurgerrechte 

を
.參
'照

す

：：る

を

値
.
す̂
0
.
.
. 

.

九

1

雄

の

憲

法

は

永

續

せ

ぎ

是

れ

過

激

派

の

勢 

カ
頓.

U

加
は
ち
泰
^

-

,

」

九
2

年
に
後
終
k

ル
ィ
十
六
世
：
 

を
死
刑
に
處
ず
る
にS

な
お
る
が
爲
め
な
りo

九
三
年 

の
新
«

法
に
は
實
ね
左
0

规
定
有
&

9
 

「

政
府
若
.し
人
民
：
の
權
利
を
，侵
害
す
る
こ
ビ
や
ら
ん 

か
，
則
ち
，人
民
に
叛
飢
の
權
利
を
生
ず0

而
し
て
是 

れ
A

K

の
最
も
神
聖
に
し
て
又
緊
耍
な
る
權
利
な
り

」

 

共
和
曆
第
！

U

年
の
憲
法
も
大
體
の
精
神
に
於
て
は
九
三.
 

年Q
.

靡
法
名
.異
な
る
所
な
く
ー
國
王
^
代
办
て
新
に
督 

政
府
鼓
け̂

v

れ
1、
督
政
府
は
議
會
の
選
楚

：

し
た
る
五
名 

の
#

政
官
よ
-
^
成
6

ノ
#
督
政
官
は
毎
年
改
選
せ
ら
る 

、
定

め

：
な

り

き

Q

首
座
鲁
政
官
ギ
ナ
パ
ル
ト«

帝
$
た 

る
の
.
野
心
を
滿
足
せ
し
む
る
爲
め
に

1

八
o

一
一
年
に
は 

終
身
®

政
官
ビ
な
6

、
自
か
ら
後
檄
满
を
選
定
す
る
の 

權
を
保
留
す
る
に
至&

抑

,°

然
^

^

斯
く
し
.て
彼
.は
事 

實
上
の
帝
王
'ど
な
れ
合
b

在
b

乍
ら
彼
は
決
し
て
艱
實

第

十

二

铖「

0
1



ー''^
.九
^

一

 

玛
三
八}

、
雜
.
_ 
0

佛
國
懲
政
の
，研
■究

上
の
帝
王
た
る
を
以
で
甘
ん
じ
れ
る
に.
6ら
す
0 

ち 

.1.

八

〇

四

年

五

月

元

老

院

を

じ

て

己

の

餘

國

辜

：帝

た

ら 

ん
こV

J

を
請
は
し
め
、
同
年
十
二
月
ニ
 m

 

ノ

ー

ト

ル

*
ダ 

?

ム
の
大
伽
藍
に
戴
冠
式
を
擧
げ
た6
.
0拿
破
崙
失
脚 

.後
#

B

Bは
再
び
舊
ブ
：ル
ボ
ン?H
家
の
支
配
を
^

く
る
，
 

に
萊
れ
6

0
此
0
王
政
復
古
時
代
の
憲
法
は
欽
定
憲
法. 

な
り
し
ど
は
云
へ、
民

選

議

院

を

設

け
"
大
踣
責
任
の
原\ 

則

を

認

め

た

る

が

如

き

從

來

.の

主

政

*
法
に
比
す
れ
ば| 

著
し
き
*
步
を
示
し
た
ら
0
さ
れ
ば
シ
ャ
ー
ル
十
世
に
し
一 

て
ル
ィ
十
八
世
の
如
ぐ
賢
明
な6
し
な
ら
ば
ブ
,
ボ
ン
一 

家
は
尙
®
く
其
の
檝
勢
を
維
持
し
得
た6
し
な
ら
んo 

| 

幸
か
不
幸
か
事
實
は
之
に
反
し
て
所
謂
七
月
革
命
ど
な
Z 

$
、
オ
ル
レ
ア
ン
公
ル
ィ
か
フ
ィ
リ
ツ
ブ
主
位
に
就
ぐ
に
一 

至
り
し
も
"

1

八
四
八
年
に
は
佛
蘭
西
は
稗
び
共
和
國メ
 

^
c
+
M
K
y 

g
o 

一

八

五

一

年

+

ー
一
月

 
二 

R の 

c§
p 

do>
t
a
t 

は
ル
ィ
。
ナ

。ホ
レ
オ
ー
ン
を
し
て
事
實
上
の
獨
裁
官
た
. 

ら
し
め
、
M

R

.

1年
の
後
又
復
帝
政
を
實
現
し?2
り
0 

• 

**
し
普
创
聊
'^
に
際
し
佛
國
の
取
隊
に
し
て
獨
箪
を*

.

.

第

十

二

號

j
.
Q

 

ニ

.破
し
得
た
&
し
な
ら
ん
に
は
帝
政
の
崩
壞
決
む
て
爾
く 

速
か
&
ら
ざ
6
し
な
ら
.ん
0
兎
に
«
.ー
A
七Q

年
九2

T

 

帝
政
0
%
:解

後

暫

時

怫

蘭

西

は

.議

院

獨

裁

の

狀

爐

に

在 

&

き
。
七
三
年
十
一
月
議
員
の
中
ょ
&
三
十
名
を
煨
げ 

て

憲

法

の

起

草

に

着

手

せ

し

め

，た

る

.が
、
靡
法
の
制
定 

發
布
せ
ら
れ
し
は
尙
ほ
其
れ
ょ
ひ
十
數
ヶ
月
の
後
な
ぅ 

し
::
0
七
五
年
の
憲
法V」

稱
す
る
は
實
は
«
個
の
法
律
の 

總
括
的
稱
呼
R
し
て
，
其
の
最
も
重
要
な
る
.も
の
を
七 

五
年1

一
月
廿
五
日
の
法#
ヾ

」

な
f
 O

今
ニ
三
主
翦
の
規 

定
を
記
せ
ば
左
の
如b
o

「

立
法
權
は
代
議
院c

h
a

.3bre 

des d
6
p
u
t
6
s

及
び 

元
老
院
；：s
s'
a
t之
を
行
使
す
L° 

「

代
議
院
議
員
は
選
擧
法
の
定
む
る
所
に
從
ひ
普 

,

通
選
擧
に
依
つ
て
選
ば
るO
J
.

'「
共

和

國

大

統

領

は

，：
雨

«

院

の

合

同

會

議

た

る

國 

.

民
議
會
に
於
け
名
絕
對
多
數
の•投
禀
に
砍
6

て
選 

擧
せ
&

る
0
/其
の
任
期
は
七
年
に
し
て
與
選
せ&
 

る
、
こ
^
}を
得9

」

、

「

大
統
領
の
命
令
は
®
て
國
務
大Ki
の
副
署
を
要
す」 

「

大
統
領
は
元
老
院
の
同
意
を
得
て
代
議
院
のw

m
 

を
命
ず
な
こ
^
を
#
。」

「

大
e
は
兩
院
に
對
し
政
府
の
政
策
に
就
い
て
は
連 

帶
の
責
任
を
負
ひ
、
個
々
の
行
爲
に
就
，て
は#
自
に 

實
任
を
負
擔
す
O
J 

.

.大
取
命
以
來
遨
法
は
屢

K々

改
せ
ら
れ
た
る
が
、
典
の 

究
極
の
結
朵
は
民
主
々
義0.
勝
利
に
歸
し
た
b

o
ル
ィ 

十
八
世
は
帝
王
神
權
說
を
主
張
し
、
镟
案
權
を
自
己
及 

び
政
府
の
手
中
に
醒
斷
せ
ん
ど
欲
し
た
る
も
、
終
に
ニ 

院
組
織
の
議
會
を
設
け"
大H

H

貴
任
の
原
則
を
も
容
認 

せ
ざ
る
を
得
ざ
6
き
o
拿
破
嵛
三
世
出
づ
る
に
及
ん
で 

大
傘
破
崙
の
舊
制
を
復
す
る
に
至
ぅ
し
も
、
興
の
失
脚 

に
先
ち
て
早
く
姊
に
大
辟
の
議
會
に
對
す
る
責
任
を
承 

認
せ
6

01

八
七
五
年
の
遨
法
制
定
當
時
は
復
舊
派 

(

IE
統
派
、
ォ
〃
レ
ア
ン.派
、
拿
破
崙
派
の
三
派
は
亙
に 

相
嫉
視
し
れ
6

ビ
は
云
へ)

の
勢
力
は
敢
て
微
弱
：なh 

し
に
ぁ
ら
す
o
然
か
も
今
H
は
眞
に「

共
和
主
義
^
の

姑

九

卷
2

四三九

〕

雜錄佛國谣孩の研究

典
和
國
し
た
る
こ

Vj 

. 

R
i
a
cdonmires 

..の
勢
力
衰
へ 

R^publicains 

de 

g
a
n
c
h

'̂R
a

slcauxJ 

R
a
d
i
c
a
u

-><
.S
9 

ciaHstes, 

Socialistes 

U
3.
H
S'
,
 

Sodaiistes independent 

等
の
諸
派
の
勢

力

增

進

せ

'る

を

見
て
も
明
白
な
6
。

.
|

さ
て
籐
法
を
觅
改
し
解
釋
す
る
の
權
は
國
會
に
存
し 

立
法
部
の
ニ
院
は
べV

サ
ィ
ユ
.に
合
同
會
議
を
開
き
て 

憲
法
の
修
正
を
議
す9

燠
地
利
の
如
く
憲
法
解
释
機
關 

|

を
特
別
に
設
く
る
國?:
り
0
.

北
米
合
衆
國
の
如
く
司
法.

一
機
關
を
し
て
»
法
解
釋
0
.任
に
常
ら
し
む
る
國
有b
o 

\

制
定
潜
が
解
釋
者
た
る
を
本
則
ビ
すo
佛
眺
の
制
度
は 

|

即
ち
夫
れ
也
o
佛
國
に
於
て
兩
院
合
同
の
會
議
を
開
く 

は
憲
法
改
正
の
場
合
に
止
ま
ら
ず
。
大
統
領
を
選
敷
す 

る
場
合
亦
然b

v
j

す
Q

.-
I
八
七
五
年
七
月
十
六
日
の
懲 

1

法

々

規

に

，
日

く
、
.

「

大
統
M
は
其
の
任
期
の
滿
r

に
先
つ 

1

ヶ
月
前
に
：於
て
後
繼
潘
の«
擧
の
爲
め
國
民
議
會
を
、
 

召
集
す
べ
し」

'
 

ど
0
;大
統
領
0

召
集
な
き
時
は
滿
期
前 

十
五
H
を
期
し
て
國
民
議
會
は.自
動
的
に
集
會
す
o

北 

米
合
衆
國
に
.は
副
大
統
領
あ
る
も
、
佛
國
に
は
之
わ
ら

第
すU

號
.

】

0
H

f d へ-翁 .
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餚
九
馇.
，
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!
钿
叫
o

>
雜

•錄

铷

選

紈

泠

妍

究

ず
。
侧
國
の
大
統
領
は*
法
上i

i

個
の
^
定
东
る
は
由 

&

てM

の
勢
力
微
弱
な
る
を
免
れ̂

。
-
個
§
规
足
e 

は
何
ぞ
ゃ
？1

八

七

五

年

一
1

乃
ニ
十
五
日
の
懲
法
々
規 

第
三
條
並
に
第
六
條
の
规
足
是
な
彡
。
同
法
第
三
條
求 

項
.の
规
定
は
次
の
如
し
。

Chactin 

des 

actes 

&
 president d

e

 la 

R.6PU- 

a*
H
qp<
e d

o
i
t

r&
>
t
r
e 

contresigne p
a
r

 

ぼ 
m

B*istre.

{同 

條
第
六
項)

又
同
法
第
六
條
の
規
定
は
发
の
如
しo

r
e
s m.lmstres

.. 

sont slidaireaient 'Tesponsabies 
d
c
v
s
t

 

les 

C
h
a
m
b
r
e
s

cu
c IeC 

polidquis 

£
fn)
>
nn>
'
r
a
I
6 

d
u

aQ&
v
e
m
e
m
e
n
t
v

 

et 

indlviduellemst 

d
e

 

le 
ロ rs 

s
t
e
s

 p
e
r
s
o
n
n
d
s
/
(

同
條
第】

M

v

H
b president 

d'Q
.
i
a R6publlqu 
邝 

n
Q
s
t 

respon 
丨 

sabie q
S
e

 d
ss.ie cas 

d
e

r'
a
t
e 

tmhison.
(

同

險
 

第
二
項
}

即
ち
第一〗一

條
末
唄
の
.規
足
は
大
E
副
署
の
旅
則
を
確
定 

し
た
る
も
;0
に
.

て̂
、：

第

六

條

は

：大

岛

の

.責

任

及

び

大 

統

領

の̂

賢
«
を
^

^
1,
れ

る

な0
0
.黌

任

の

歸

す.る
：

M-
士 

1

M

1
0 
四

所

即

ち

實

權

：の
#
す
る
所
な
&
り
、太
^
^
の
權
勢
を
擅 

に
す
る
能
は
ざ
る
所
以
實
化
此̂
在
づ
て
存
す
P
併
し 

作
ら
佛
國
憲
政
の
掘
點
は
是
れ
に6

&
t'
o
寶
任
潘
に 

對
す
る
問
責
渚
の
權
カ0
過
大
な
る

に
在
f
 

o換
言
す 

\

れ
ば
內
K

R
燊
し
立
^
葡
.は
^

6

^

»越
な
る
地
位
 ̂

|

在
る
な
b

o
惟

ふ

で

*

國

蒽

政

の

成

績

如

何

は

議

院

の 

I

性
質
如
何
に
懸
る
所
多
ぐ
、
議
院
の
性
質
如
何
は

選

擧

 

\

制
度
の
&

«
に
.因
由
す
る
所
大
な
b
 

o仍
て
菩
人
は
先 

I

づ
怫
國
の
選
擧
伽
度
に
就.
.い
‘て
_
究
す
る
所
な
か
る
可 

f

t

怫
國
に
於
て
は
®
擧
年
齡
を
二
十1

歲
ビ
し 

|
議
M
年
齡
を
ニ
十
近
歲
，

{

是
れ
勿
.論
代
議
院
議
員E

就 

\
い
て
沄
ぷ
も
0

^
し
：て
，
元
樂
院
_
員
は
四
十
歲
以
上 

|

な
&
ざ
る
可
か
&

t

yぐJ

せ
.
^
0斯
く
の
如
く
選
縣
年 

一
齡
^
詩
售
年
*
ビ
^
fe
>J
»
す
る
は
多
V

ĈD
.國
R
見
る
所 

な
れ
ど
も
、著
人
は
其
の
必
要
を
認
め
、ざ
る
も0
な
ト
0 

惟
.ふ
に
有
爲
办
人
材
を
得
ん
ビ
欲
せ
ば
成
るt
 く
a
擇 

の
#
■
を
火
な
ら
し
め
ざ
.る
1可
か
ら
ず
0
。̂

.
9見
地
.：ょ 

T

_
 つ 

'て
龜
1

^
敝
を
«

«

齡̂
.ょ

な
|®
^

ぜ

し

.0
る
こ
マ
し
を
刺
广
す
る
の
主̂
者
之
な
き
^
あ
ら
す
ど 

f

,

«に
年
齡
上
被
選
資
格
を
認
め
乍
&
選
擧
嘖
格 

を
認
め

ざ

る

は

® '

則
ヾJ

し
て

不
可
な
ぅ

o 
.
故

に

其

の

孰 

れ
に
も
偏
す
る
こ
$
な
く
，
選
擧
^

®

V

J

®
員
年
齡
S 

を

冏
1
に
し
、
選
擧
年
齡
に
達
せ
る
溝
は
同
時
に
年
齡.
 

上
被
)1
資
袼
を
有
す
る
も
の
ビ
定
む
可
か
ぅ
し
也
？

叉
傑
國
の
制
度
に
據
れ
ば
、
議
員k
當
選
す
る
に
は 

投
禀
の
過
半
數
を
取
得
せ
ざ
る
可
か
ら
す
。
而
し
て
第 

1

次
の
選
煨
に
於
て
絕
對
穸
數
を
制
す
る
も
の
之
な
き 

時
■•
«

"
豇
に
第
二
次
の
選
擧
を
行
ひ
"
此
の
場
合
に
は 

m

純
多
數
を
制
す
る
も
の
を
當
選
激S
す
e
普
®
西
に 

於
て
は
斯
か
、
る
場
合
忙
最
高
得
點
者
ニ
名
を
選
び
ノ 

其
の
一〗

名
に
就
い
て
決
選
投
禀ce

n
g
e
r
e
.
v
v
a
M
)

を
行 

ふ
。
.其
の
孰
れ
が
勝
れ
る
や
を
一
考
す
る
に
、"
予
は
双 

方
典
に
_
害

を

伴

ふ

こ

ど

を

斷

言

す

る

に

.
_

||
せ
ざ
る 

,
1

し

P

如

何
^
な

れ

ば

普®
西

の

制

度

.に

在

力

て

は

第 

.11

炎
の
選
擧
に
際
し
て
選
擧
人
は
指
定
候
補
者
以
外
の 

何
人
に
も
絕
對
に
投
禀
す
る
能
は
す
、
‘即
ち
棄
權
す
る

0

$

 

(

ー叫四ニ

)

:
雜 

'
' 錄
，；

佛
國
磁
政
の
研̂

に
あ
ら
ざ
れ
ば
元
來
自
己
の
所
望
せ
ざ
る
候
補
遨
.に
二 

禀
を
投
妙
ざ
る
を
得
す
、.又
怫
蘭
西
の
制
廣
に
在i

て 

は
啻
に
同1

の
^

| 1

を
反
«

す

る

，の

要
?>
る

の

み

な

ら
 

ず
"
，
黨

派.の
分
裂
を
促
し
"

—

政
派
の
無
意
義
な
る
抗
爭 

を
獎
勵
す
る
の
弊
之
ぁ
れ
ば
也
。

次
に
考
慮
す
可
き
は
選
擧K
問
題
な
b
o |

七
八
九 

年
以
來
、
佛
蘭
两
はScrGtin 

cfarrondissement

即
ち 

小

選

擧

區

，
制
度
ぐ

」
§

crsn 

d
e

 

liste

即
ち
大
選
擧
M

制 

度

ビ

を

交

々

躲

用

し

來

れ

-

^

尤

も

第

三

共

和

政

時

代 

に
入
ぅ
て
は
.一
八
八
五
年—

】

八
八
九
年
を
除
き
て 

は
小
選
取
區
制
度
尊
ら
行
は
れ
た
办

)
1

八
四
八
年
の 

共
和
主
_

«
は

大

選

擧

區

制

を

以

て

共

和

の

精

®

に

適 

合
す
る
も
の
マj

爲
し
た
る
に
反
し
，
拿
破
嵛
三
世
は
政 

府
干
渉
の
姐
宜
上
小
選
擧
區
を
採
用
し
れ
り
。
二
八
七 

六
年
の
3
舉
に
：_
し
て
.典

和

主

義

遨

は

小

選

擧

區

制

.度 

の
下
に
於
け
る
選
擧
の
結
果
如
何
を
甚
し
く
憂
厳
し
た 

る
R
も
拘
&
t-
意
外
.の

好

成

績

を

收

め

得

れ

る

が

"

奸 

策

の

容

易̂
行

は

る

、
を

慮
^V

て

火

選

皋

S

制

度

復

興

'

■■
■
浓

十

ニ

狨

ニ

〇

芄



饿

九

卷a

四
.四
ニ
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雜

錄

.

佛
國
嶽
败
の
：研
'究

の
運
動
起
れ
h

o
此
の
運
動
の
^'
il
K

.«
は

o

n

 

/ I
K

被
公
言
し
て
日
く
"「

小
選
擧
K
制
度
は
是 

れ

正

に

王

政

派

の

最

後

の

掩

堡

な

ぅ

"
，
而

し

て

斯

の

制 

度
の
下
に
構
成
せ
ら
る
、
議
院
は
佛
關
西
の
實
社
會
を 

反
映
せ
し
む
る
能
は
ざ
るmiroir 

bris6 

(

毁
れ
た
る 

鏡
}
な
ぅJ

V
J
O

氏
の
雄
辯
は
終
に
_
院
を
動
か
し
、
大 

選
擧
E
制
案
は
下
院
を
通
過
し
た
る
も
保
守
派
の
勢
力 

を
占
セ
る
元
老
院
は
斷
乎̂
し
て
之
を
否
決
し
た6
0 

氏
が
钧
閣
議
長
た
る
や
、
直
に
大
選
嚤
區
制
採
用
の
目 

的
を
以
て
憲
法
改
正
に
^
芋
せ
ん
ビ
し
た
る
も
不
幸
失 

敗
に
歸
し
，
終
に
桂
冠
し
れ
る
が
不
幸
は
觅
に
氏
を
員 

ふ
て1

八

八】

年
溘
焉
S
し
て
白
一
土
*

中

の

人

ど

な

れ 

り

。
斯
く
て
大
選
擧
區
制
は
雄
辯
廣
舌
の
主
張
者
を
失 

ひ
れ
る
も
、1

八
八
五
年
の
議
會
は
遂
に
大
選
擧1S
制 

案
を
可
決
し
、
同
年
十
月
の
勰
選
擧
を
し
て
大
選
煨
區 

制
度
の
下
に
執
行
す
る
こ
ヾ

」

を
得
せ
し
め
れ
b

p
勿
論
' 

共

和

：中
：
義

潘

は

1

檨
に
保
守
主
義
潴
の一

掃
せ
ら
'る
可 

き
こ
&
を
豫
期
^
た
る
に
、
選
擧
の
結
架
は
意
外
に
も

塔
屮
ニ
號
.

1

0六

彼
等
を
失
璣
せ
し
め
？5
0日
§
的
9

が
異
常
の
人
氣
を 

1

身
に
.集
む
る
を
見
.て
：恐
怖
0

念
を
生
じ
.

1

八
八
九
年 

に
は
又
復
小
選
擧
區
制.度
を
復
典
し
れ
$

0
即

ち1

八 

一
八
五
年
の
小
選
擧_喊
反
對
論
者
は
4
八

八

九

.年

に

は

小 

選
擧
區
賛
成
論
者
？
豹
變
じ
れ
る
な
りQ
兎
ま
れ
角
ま 

れ
八
九
年
の
選
擧
は
共
和
主
義
渚
の
勝
利
に
歸
し、

M
 

に
九
三
年
の
選
擧
.に
は
.
'

〗

層
議
席
を
僧
加
し
得
た
り0 

然
れ
と
も
今
日
大
選
擧
區
論
者
の
勢
力
は
敢
て
衰
.へ
た 

る
に
ぁ
ら
ず
。
唯
ー
八.九
五
年
以
後
0
大
選
堞
磘
論
者 

は

多

く

は

此

例

代

表

主

_

を

併

用

せ

ん

S
す
る
も
の
な 

| 

>

.:
°
1
;九
0
ユ
年
、
l®
§
w
i)
_
^
.
w
a
l
d
e
c
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一s
e
&

は
比
例
代
表
主
義
の
採
用
に
依6
て
左
な
き
だ
に 

\

多
き
に
若
し
む
黨
派
の
更
に
分
裂
す
る
に
至
ら
ん
こ
し 

を

恐

れ

：た

の

み
.な
ら
ず
、
小
選
取
區
制
度
の
下
に
於
て 

.も

小

：數

黨

の

利

益

の

保

障

せ

ら

る

、

こ
マ

J

を
切
言
し
れ 

-1
0
-
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.氏
を
委
員
長
マJ.

せ 

る
普
通
選
舉
調
査
费
員'#
.は

：雪

翻

度

に

關

す

厶

種

々
 

の

調

赍

を

爲

し

た

る

後

1
比
.例

代

表

制

度

の

採

用

を

勸

獎

し

だb

o1

九
〇
九
年
、

B
r
i
a
n
d

內
閣
亦
大
に
小
選 

擧
區
制
度
を
痛
擊
し
ノ1

九

1

〇
年
0
選

擧

に

際

し

て 

は
選
舉
區
問
題
は
實
に
主
要
問
題S
な
れ
ぅ
。1

九
一 

二
年
七
月
十
日
大
選
黎
區
此
例
代
表
法
案
は
下
院
を
通 

過
し
た
る
も
元
老
院
を
通
過
せ
ざ&
き
0
比
例
代
表
制
へ 

度
は
佛
蘭
西
に
於
て
は
早
晚
實
现
せ
ら
る
、
こ

な

一
 

ら
ん
。
 

一
 

怫
蘭
西
の
國
會
_
員
は
年
俸
六
千
圆
を
受
く
0
其
顧 

大
な
る
が
如
し
ビ
雖
も"
也
里
に
於
け
る
生
活
费
、
選 

擧
t
用

、
，
選

擧

區
R
對
す
る
種
々
の
寄
附
等
を
考it
R

| 

入
る
、
時
は
六
千
圆
の
年
俸
必
ず
し
も
大.^
6

ビ

云

ふ

\ 

可
か
ら
ず
。
議
員
を
名*

®
ど
す
る
時
は
；下
劣
な
る
職| 

業
的
議
員
を
排
斥
し1
議
員
の
地
位
を
.

一

段

向

上

せ
-b 

む
る
.
> 

j

ビ
を
#

ベ
L

ビ
雖
も
、
斯
く
て
は
觸
り
富
裕
者

\ 

の
み
を
.以
.て
議
院
を
組
織
せ
し
む.る
こ
.マ

」

、
な
-

CV

民
衆 

政
治
.の
原
則
に
悖
る
：べ
し
。
甯
裕
な
ら
ざ
る
も

0

R
し 

て
#

ゐ

て

議

員

：の

候

補

：に

立

..れ

.ん

ヒ
'せ

议
''
;
"選

擧

¥

民 

ょ
A

;0
當

の〗

支

；給

を

受

.く
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0か

ノ

選

擧1
用

の
^
附

を
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錄

佛

國

瓛̂
め
^
^

受

ぐ

る

か

、
：

■何

れ

：^
せ「

ょ

金

駿

上

選

擧

膝

民

纪

1

す 

る
所
穸
く 

9
爲
め
に
政
見
の
獨
立
を®
せ
&

る

、

こ
ビ 

w

な
&

ん
°
s
擧
區
を
設
く
る
は
議
員
を
選
擧
す
る
爲 

め
の
便
茸
に
外
な
&
f'
、
若
し
議
tt
に
し
て
s

^
w;
の
，
. 

利
害
を
重
しVJ

し
、
國
家
の
刺
害
を
輕
し

VJ

做
さ
ん
か
、 

所
謂
.iog.roiiing.

の
弊
極
度
に
達
し
て
憲
政
の
絜
せ&
 

る
.、
こ
ビ
實
に
莫
大
な
る
も
の
わ
る
ベ
し
。
吾
人
は
以 

上
0
見
地
ょ
6
し
て
議
員
有
給
制
度
に
賛
す
る
も
の
な

K
y
o

.

怫國の懑法起草潜は代議院̂
元老院どを對當 

の地步に立れしめんビした.6
0從つて下院は® 

算に就いて先議權を有すVJ.

雖も、上院は自由忙 

之を修正じ#
ベ，しo
此の點R
於て佛國の上院は 

英國及び普國の
上院S
美なぅ、北米合衆國.の.元 

者晓ビ相似れり。：勿論實際政治上の勢力にf
 

ては米の，上院遙か.
に.：佛の上院.に.優れ&
0:开は鬼 

に角"
旣に下院̂
豫算先議權を與へ乍ら上院忙 

自由なる：修正權を附與するは.矛盾せ>
o

若し豫

第
十
二
辘
' 

ー
〇
七



第

九

卷(
ー
四
四
四

)

,-
-
雜

#

.
佛
國
鐵f

研
究
、

箅

忙

關

す

る

下

院
.の

先

議

權

を

し

で

其

の

之

'を

附

與

し 

た
4
苯
來
の
精
神
を
沒
却
す
令
i
ヒ
な
か
&
し
.め
、

_
 

時
に
兩
院
對
當
の
地
步
を
保
障
甘
ん
ヒ
欲
せ
ば
必
す
し 

も
良
策
な
き
^

6

&ず
0
如
ち
豫
算
、
其
他
の
金
錢
法 

案

^
就

い

て

は

下

院

を

し

て

.先
®
せ
し
め
、
上
院
は
下 

院

の

議

決

に

重

大

な

る

®

_

わ

b
た
る
場
合
の
外
之
を 

楚
認
せ
ざ
る
を
#
ざ

る

こ

、
な
すyj
同
時
に
、

1

定
- 

の
法
案
に
就
い
て
は
上
院
に
先
議
權
を
附
與
し
ゝ
下
院 

は
其
の
指
定
の
法
案
に
對
し
て
は
上
院
の
*
決
に
重
大 

な
る

過
誤
な
き

以
上
其
の
■
決
を
®
す
こW

能
は
ず
ビ 

の
规
定
を
設
く
る
な
-
^
o然
れ
ど
も
實
際
に
於
て
佛
國 

元
老
院
は
代
議
院
ど
等
し
く
選
舉
に
依
つ
て
組
織
せ
ら 

るA

に
，も
拘
ら
ず
其
の
勢
力
は
敢
て
强
大
な
ぅ
ヾ
し
言
ふ 

可
か
&
す
。
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北
米
合
衆
國
の
元
老
院
議
員
は
三
十
歲
以
上
な
る
に 

佛
國
の
元
老
議
員
は
两
十
歲
以
上
な
る
を
見
れ
ば
"
後 

*

は
前
者
ょ
り
も
保
守
的
な
る
に
似
た
办0
代
_
院
は
' 

大
統
領
並
に
國
務
大E
を
®
劾
す
る
の
權
を
有
し
，
元 

老
院
は
其
の
審
決
：を
爲
す
の
權
を
有
す
。
懑
法
の
運
用 

全
き
を
得
ば
彈
劾
制
度
を
：刹
用
す
る0
機
會
は
尠
な
か 

I
:

る
べ
し
.o

|

英
米
の
學
潜は

#

_
の
政
治
を
評
し
てparliament- 
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a
r
y

 a
n
a
r
c
h
y

 S

云
ふ
c
蓋
し
議
院
勢
力
の
過
大
なる
を

 

一
諷
し
れ
る
也
o
內
閣
の
動
搖
絕
良
ず
し
て
其
の
基
礎
の 

^
甚
だ
不
安
定
な
る
を
評
し
た
る
也
。
你
國
の
學
激
の
中 

re
も
內
閣
政
治
の
現
狀
に
不
滿
な
る
も
の
決
し
て
尠
な 

し
ビ
せ

f '
o

b
^
a
i
t
.

 

M
o
r
e
a
t

vrF
a
g

a<et, 

の
諸
氏
の
如
き
即
ち
然h

a
殊
に
英
國
に
は
存
せ
す
し 

，
て
、
佛
國
の
懑
敗
に
累
す
る
こS
大
な
る
無
分
別
な
る 

•B
*
{?
'
r
p
e
!
l
a
t
f
o
n
:

を
非
難
す
.る
.
.も
の
.多
し
っ
.
u
s
g
£(
.
t.
.
敎

授

d
く

、
-1
地

方

誓

寒

上0

-
小

事

件

、.へ

1

顧

吏
0
«
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.事

件
0
如

き

如

何

に

些

細

：の

事

項

る

_

1
諸

開

の

材

料 

た

ら

ざ

る

>.J

ビ

な

じ」

ビ
0
而

し

て

：此

の

所

謂

静

間

は 

通
常
政
府
信
任
有
無0
.表
狹
に
了
る
も
の
に
し
て
、
英 

^

^
れ
ば
內
開
の
運
命
化
は
些
の
影
響
な
き1
小

些

事
一
 

も
佛
國
に
於
て
は
政
府
を
轉
覆
す
る
の
原
因
ど
な
と
る 

办
る
べ
し
。

.
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j  

.
佛
國
錄
政
の1.

大
弱
點
は
.内
閣
の
短
命
な
.る
に
花
i j  

ー
八
七
近
年
以
來
怫
蘭
跗
は
內
開
を
更
逸
す
る
こ
ビ
幾 

十
囘
な
る
を
知
ら
ず
"
英
國
は
其
間
僅
か
に
十
囘
餘
の 

政
府
の
觅
迭
を
見
た
る
：
の
み
。
最
近
四
十
年
間
英
國

I 

の
內
閣
を
主
宰
し
た
る
人
は
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等
の
數
氏
を
算
す
る
に
過
ぎ
すo
怫
11
西
に
於
1:
は

之

\ 

を
枚
擧
す
る
の
煩
に
堪
へ
'ざ
る
な
佛
國
內
閣
の
平 

均
毒
命
は
八
ヶ
月
を
越
え
す
。
一
八
七
五
年
以
降
ニ
年 

以

五

©
.
:
壽

命

^ :

有
し
れ
る

內
関
僅
か
に
數
指
を
屈
す
る，
' 

の
み
。
多
く
は
僅
々
數
月
の
短
命
內
閣
な6
き
,0
然
れ

笫
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錄
佛
國
懲
政
の
/研
究
.

M .

ど
も
近
年
佛
國
の
內
閣
も
漸
次
長
命

V
J

な
る
の
傾
向̂
 

ぅ
"

同

_
.
»
政

の

爲

め

に

喜

ぶ

ベ
し
0

怫

國

に

在

彡

.て

は 

內
闕
の
页
迭
必
ず
し
も
政
策
の
鐘^

を
霉
账
せ
中
。
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八
七
五
年
以
降
舊
內
閣
の
開
員
を
含
ま
ざ
る
新
內
閲
の 

成
立
を
見
た
る
こ
ビ
猶
か
に
數
囘
の
み
。
昨
日
倒
れ
れ
•
 

る
內
間
も
今
日
成
立
す
る
內
閣
も
其
の
韻
觸
に
於
て
V
.
 

將
打
又
其
の
施
政
の
方
針
に
於
て
大
同
小
興
な
沄 

ふ 

'に
至
k
v

て
は
事
寧
ろ
滑
蔣
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ず
や
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&

乍
&
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國
の
內
間
に
採
る
所
な
き
に
あ
ら
ず"

即
.

ち
內
間
の
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